
東京農工大学工学府・工学部運営規則の一部改正 

現行 改正案 改正理由 

 

本則 

 

本則  

(委員会) 

第8条 学府及び学部に、次の委員会を置く。 

(委員会) 

第8条 学府及び学部に、次の委員会を置く。  

(1)～(8) (略) (1)～(8) (略) 

 

(9) 工学府・工学部環境・安全衛生委員会 (9) 小金井地区環境・安全衛生委員会 

(10) 工学府・工学部キャンパス整備委員会 (10) 小金井地区キャンパス整備委員会 

(11)・(12) (略) (11)・(12) (略) 

2 (略) 2 (略) 

附 則（工規則第 6号） 

この規則は、平成27年12月15日から施行する。 


